
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 成果指標  

 

糖尿病対策ガイドライン（第３期） 

【糖尿病啓発キャッチコピー】 

【健康くさつ 21】に基づく推進 
糖尿病の発症予防と重症化予防の推進を重点施

策に掲げ、医療と連携し、健診による疾病の早期発

見・早期治療、保健指導の実施率の向上、重症化予

防に向けての取組を進めていくこととしている。 

 策定の背景  

平成２２年度、滋賀県国民健康保険団体連合会
の「保険医療・介護等総合診断事業」にて「医療
費適正化対策として、特に脳卒中予防と糖尿病重
症化予防対策を重点的に取り組む必要がある」と
提言を受けたことによる医療費適正化対策の重点
施策として、また、当市の健康増進計画である「健
康くさつ２１」における生活習慣病対策として、
脳卒中予防にもつながる糖尿病の発症予防から重
症化予防までと、全ライフサイクルを通じた対策
を、関係課で連携して効果的に推進するために、
策定に至った。 

 計画の年度    平成３０年度～令和２年度 （３年間） 

 ４つの柱  

②早期発見 

③早期対応 

①健康増進・発症予防 

全年代の市民へ健康増進・発症予防の啓発活動

の実施 

健診受診率の向上 

糖尿病予防に向けた生活習慣改善のための保

健指導の徹底 

④適正治療・重症化予防 

関係機関との連携による継続治療の勧奨・支援 

糖尿病 なんともないと 見すごすな 
～糖尿病は無症状で進行します 生活習慣を見直しましょう～ 

 位置づけ  

・「健康くさつ２１（第２次）」の「基本的な方向２ 生活習慣病の発症予防と重症化予防」中の

「施策分野（２）循環器疾患・糖尿病」の具体的な取り組み 

・同計画「重点施策１ 糖尿病の発症予防と重症化予防の推進」 

            それぞれに位置づけ、重点的に取り組んでいる。 

■ガイドラインの構成■ 

 推進体制  

・糖尿病対策関係課会議等で進捗状況を取りまとめる 
・「健康増進部会」において、糖尿病対策について協議す
る。 

・「草津市健康づくり推進協議会」に報告。 
・意見を踏まえ、より効果的な取組を実施。 

 計画の年度  

令和 ３ 年度 ～ 令和 ５ 年度 （３年間） 

 策定スケジュール  

・「健康くさつ２１（第２次）」と整合性を図る 

・第２回「健康増進部会」（１2 月頃）に内容確定、今年

度内に策定 

●働きかける対象にあわせた啓発を実施し、糖尿病予防のために契機を
捉えた取組を継続していく必要がある。 

●特定健康診査受診率・特定保健指導実施率は、近年上昇傾向にあり、
さらなる受診率の向上と保健指導の充実を図ることが大切である。 

●契機を捉えた生活習慣病予防の取組や受診勧奨等、一定効果があった
ため、より一層の改善に向けて、取組を強化・継続する必要がある。 

●糖尿病の重症化予防対策として、関係機関と連携した取組を推進する
必要がある。 

課題と方向性 

第１章 ガイドライン策定にあたって 
１．草津市糖尿病対策の経緯 

２．取組の評価と課題 

 

 成果指標  １．健診受診率・特定保健指導実施率の向上        ４．糖尿病による医療費の減少 

２．糖尿病有病者の増加抑制               ５．透析患者数の減少 

３．糖尿病治療継続者の増加                

第２章 対策の基本的な考え方 
１．ガイドラインの策定について 

２．ガイドラインの位置づけ 

３．目指す姿と取組の柱 

４．糖尿病対策事業の展開 

５．推進体制 

【資料】 
１．第３期計画における取組の評価 

２．滋賀県糖尿病地域医療 

連携指針（参考） 

３．ライフステージにおける市事業 

４．生活習慣病・糖尿病・ 

糖尿病合併症の進行 

５．用語解説 

 ４つの柱  

②早期発見 

③早期対応 

①健康増進・発症予防 
目標：市民が糖尿病予防の取組を自ら実践する 
重点：各ライフステージ・地域の市民へ健康増進・ 

発症予防の啓発活動の実施 

④適正治療・重症化予防 

※次期計画については、健康くさつ２１に統合し、合わせて推進 

 していくことで、包括的な健康づくりの取組を実施する。 

●○●○●○ ～健康くさつ２１～ 糖尿病対策ガイドライン ○●○●○● 

 

１．健診受診率・特定保健指導実施率の向上 ４．糖尿病による医療費の減少 
２．糖尿病有病者の増加抑制        ５．透析患者数の減少 
３．糖尿病治療継続者の増加         
                

目標：市民が自らの健康状態を管理するために、 
健診を受診することができる 

重点：健診受診率の向上 

目標：市民が生活習慣の重要性を理解し、自ら改善 
することができる 

重点：糖尿病予防に向けた生活習慣改善のための 
保健指導の徹底 

目標：市民(糖尿病発症者)が適正治療を受け、重症化 
   を防ぐことができる 
重点：関係機関との連携による継続治療の勧奨・ 

支援 

 

糖尿病対策ガイドライン（第４期） 

※健康づくり推進協議会健康増進部会での主な意見 

① ４０～５０歳代(肥満者の割合が多い年代)からのアプローチが必要  ④重点をおいた(ポイントを持たせた)取組 

② 医療機関にかかっていない人の受診勧奨              ⑤歯科からの糖尿病対策 

③ 契機をとらえた若者世代への働きかけ ➡以上の内容について、検討しながらガイドラインの策定につなげていく 

資料５ 


